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プ
】
フ
ッ
ク
バ
ス
等
の

放
流
・
再
放
流
は
禁
止

は
、
県
内
・
市
内
の
河
川
の
生
態
系

や
河
川
漁
業
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
、
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

釣
り
人
の
皆
さ
ん
、
ル
ー
ル
を
守

り
、
河
川
環
境
の
保
全
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
市
役
所
農
政
課

☆
特
定
の
外
来
魚
の
放
流
等
は
禁
止

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
　
（
コ
ク
チ
バ
ス
・

オ
オ
ク
チ
バ
ス
）
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
、

チ

ャ

ネ

ル

キ

ャ

ッ

ト

フ

ィ

ッ

シ

ュ

（
ア
メ
リ
カ
ナ
マ
ズ
）
　
の
飼
育
、
運

搬
、
輸
入
、
河
川
や
湖
沼
へ
の
放
流

等
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
違
反
し
た
場
合
、
3
年
以
下
の

慾
役
も
し
く
は
3
0
0
万
円
以
下
の

罰
金
が
科
さ
れ
ま
す
。

☆
再
放
流
も
禁
止

県
で
は
、
在
来
魚
等
へ
の
影
響
が

特
に
大
き
い
コ
ク
チ
バ
ス
と
チ
ャ
ネ

ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ
の
再
放
泳

（
リ
リ
ー
ス
‥
釣
り
上
げ
た
魚
を
河

川
・
湖
沼
等
に
返
す
こ
と
）
も
禁
止

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
釣
り
上
げ
た

場
合
、
生
き
た
ま
ま
の
持
ち
帰
り
も

で
き
ま
せ
ん
。

☆
な
ぜ
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
？

外
来
魚
は
、
も
と
も
と
日
本
に
は

い
な
か
っ
た
魚
で
す
。
中
で
も
捕
食

性
や
繁
殖
力
が
強
い
コ
ク
チ
バ
ス
等


